
桜井市消防団 地震発生時対応マニュアル（R5.8.1 現在） 

 

地震発生時は、消防団員として以下の対応をしてください。 
 

 

①自身の安全確保、情報収集、周辺の被害状況の確認 

②【被害確認時】把握した被害の情報を所属の分団⾧・部⾧に報告 

消防署等関係機関への通報の上、初期消火、救急救命措置など初期対応 
 

 

③【基本的な対応の上で】自宅待機、活動準備 

④各分団⾧・部⾧の判断、または団本部からの指示により、機庫に参集し活動開

始 活動時、各分団⾧・部⾧は、活動状況（出動人数、活動内容等）を、随時

団本部・分団⾧に報告すること 
 

 

⑤【基本的な対応の上で】機庫に参集 周辺地域の「情報収集活動」を実施 

⑥被害を確認、または団本部からの指示により、「災害対応活動」を実施 

 各分団⾧・部⾧は、活動状況を、随時団本部・分団⾧に報告すること 

※「災害対応活動」 … 消火活動、救助活動、避難誘導活動など 
 

 

・各分団⾧、部⾧は、所属団員の状況の把握に努めてください 

（〇名参集、○名参集不可、けが人の有無など） 

・機庫参集後の活動は、必ず 3 名以上で行ってください 
 

 

 

桜井市消防団事務局（桜井市危機管理課）0744-42-9110 

消防団本部 消防団無線 CH12 

報告を忘れずに！！ 

常に情報の共有を！！ 

Ａ．基本的な対応（機庫参集前） 

Ｂ．【震度 5 弱、５強】の地震が発生した時 

Ｃ．【震度 6 以上】の地震が発生した時

注意事項 

自動参集！！ 

問い合わせ先 


